
科 学 技 術 動 向　2005年 5月号

2

大学におけるシニア研究者の現状とこれからの役割

　日本は世界一の長寿国であり、かつ少子高齢化が顕著である。いわゆる団塊の世代、世

界でベビーブーマーと呼ばれる世代が間もなく退職年齢を迎えることで、日本の研究開発

にも大きな影響を及ぼすことが予想されている。これは先進国に共通の問題であり、各国

の取り組みを概観し、シニア世代の研究者が今後の日本の科学技術にどのように貢献でき

るかを検討し、提言を行う。

　団塊の世代が 2007 年から 2010 年までの間に大量にリタイヤし、経済が大きな影響を受

けることから、「2007 年問題」と呼ばれて注目されている。この世代は人数が多く、日本

経済に多大な影響があり、GDPが約 16 兆円も減少するという試算がある。

　一方、この世代は豊富な経験とノウハウを蓄積しており、元気で活力を維持している。

しかし、たとえ意欲と能力を兼ね備えていても、シニア世代の研究者を活用する仕組みが

充分ではないのが現状である。

　以上のような観点から、シニア研究者を人材として活用するために、以下を提言する。

盧大学での取組み

　日本の大学では、年齢による一律の退職制度を設けている大学がほとんどだが、北米の

大学では、外部研究費を獲得し続ける限り、年齢に関係なく研究活動を続けることができ

る。また多くの大学発のベンチャー企業も設立されている。このように、有能な者は年齢

を問わずに研究を行える制度となっていることが、北米が技術力を維持している大きな要

因の一つであろう。日本でも、研究費を獲得できる研究者は、大学で研究を継続できるよ

うにすることが望ましい。退職も年齢によって一律に決めるのではなく、研究成果に基づ

いて実施するシステムが考えられる。また、学生の学力レベルのばらつきに対処するため

に多くの大学で実施している補習に、シニア研究者を活用するのも一案である。一方、学

生に人気がない原子力や電力などの分野では、戦後、開発から応用まで一貫して携わって

きた年代の人たちがリタイアすることによって、技術が継承されなくなる懸念があり、大

きな問題になりつつある。研究者が減少している分野の技術を継承していくには、シニア

研究者の活用が最適である。今のうちに、技術継承のためのネットワークを構築するのが

望ましい。

盪大学以外での取組み

　近年産学連携が盛んになってきていることから、シニア研究者が一種のフリーエージェン

トとしてTLOなどの組織に所属することができれば、特許の取得とその管理や、大学と

企業をつなぐためのマネージメントの役割を果たすことができるであろう。また、一定の

責任はあるがリスクも小さい大学発の起業制度として、例えば公的資金を基礎にレンタル

ラボで研究するといった仕組みを考えるのも一案である。シニア研究者がその経験を活か

し、マネージャーとして若手と一緒に活動できれば、お互いメリットが大きいはずである。

　学会関係でも、シニア研究者の経験を生かした知的サービスを提供しているところや、

地元大学のシニア研究者が中心となってNPOを設立し、地元産業と大学などの発展のた

めに活動している組織がある。発展途上国向けのシニアボランティアや、子ども向けの科

学講義なども、定年にこだわらないアクティブなシニア人材の活用といえる。

　以上のように、シニア研究者が多様な選択ができる仕組みを構築することが、少子高齢

化や理科離れといった問題を解決する一助となろう。
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　日本は世界一の長寿国となった

が、現在、例えば 65歳は決して

高齢者とは言えず、元気な人が多

い１）。「シニア」は年長者・熟練

者・先輩・定年者等いろいろな意

味があるが、ここでは大学や企業

において定年間近かあるいは定年

直後の人々を「シニア」と呼び、

これに該当する研究者を「シニア

研究者」と呼ぶ。ここで言う「シ

ニア研究者」とは、その年齢に該

当する人材全体を意味しているの

ではなく、知的な蓄えやスキルを

もっており、アクティブに科学技

術の研究開発に力を発揮できる層

の人々を特定して呼ぶ。

科学技術動向研究
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定年と労働力人口の比較

　日本を含め世界の先進国の定年

規準年齢は図表１に示されるよう

に、いずれの国も年金支給開始年

齢と同じである２）。国としての定

年のないアメリカも、雇用者毎に

は定めて運用している。いずれの

国も長寿化により年金支給開始年

齢を引き上げる傾向が見られ、そ

れに伴って定年も 65歳となって

きた。しかし、先進国の中で、フ

ランスだけは他の国と異なり、若

年者の雇用を確保するということ

を理由に、定年を 65歳から 60歳

に引き下げた。

　日本もほとんどの企業で定年は

段階的に延長され、2013 年には

65歳になるところが多い。このし

っかりとした日本の雇用制度が安

定した生活の保障を意味し、安心

して働ける職場として日本を戦後

復興させ、発展させてきた原動力

でもある。実際に主要先進国の60

歳以上の人の労働人口は、図表２

に示すように他の先進国と比較す

ると日本は圧倒的に高い３，４）。こ

の事は日本人の勤勉性を現す尺度

であると同時に、長寿であって定

年後も元気のよい新しい労働力が

存在すると見ることができる。

図表１　日本と欧米主要国の定年規準年齢および年金支給開始年齢

国 定年基準年齢 年金支給開始年齢

日本 60歳。さらに、65歳までの継続雇用の努力義務も課
されている（高年齢者雇用安定法）。

60歳（特別支給の老齢厚生年金、男性）1994 年改正により、2001 年
から段階的に引き上げ、2013年に 65歳になる予定。

アメリカ 定年退職年齢はなし（雇用における年齢差別禁止法）。 65歳（62歳から減額して繰り上げ受給可能）。1983年改正により 2000
年から段階的に引き上げ、2027年に 67歳になる予定。

イギリス
65歳（女性は現在のところ 60歳が多い）。
定年年齢や通常の退職年齢までは、年齢のみを理由と
して解雇されないよう法的に保護。

男性 65歳、女性 60歳。1994 年改正により、女性についても労働協約
により規定されることが段階的に引き上げ、2020年に65歳になる予定。

ドイツ 65歳。労働協約により規定されることが一般的。 65歳（60歳から繰り上げ受給可能）、一部に早期支給の例外があるが、
段階的に廃止される予定。

フランス 60歳。企業内規により規定されることが一般的。 60歳。高齢者の早期退職の促進、若年者の雇用確保のため、1983 年度
に 65歳から 60歳へ引き下げた。

DISCUSSION PAPER No.27、表４～７より引用、抜粋
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２‐２

「2007年問題」

　日本は平均寿命が 82歳で世界

一の長寿命国であり、さらに出生

率も 1.29 にまで低下し、少子高

齢化が世界でも最も先行している

国で、日本の高齢化対応が世界で

も先例として注目されている。日

本の人口構成は図表３に示すよう

に逆ピラミットの形状をしており
５）、この型は世界の他の国とは異

なり、少子高齢化を示す典型的な

構成である。この図表で 54～ 56

歳に相当する人口の多い年代が第

一次ベビーブームで、団塊と呼ば

れている世代に相当する。世界で

はベビーブーマー、日本では団塊

世代と呼ばれているこの世代を指

すこととして、「2007 年問題」と

も言われているのは、人数の多い

この年代の人々が間もなく定年年

齢を迎えること、豊富な経験とノ

ウハウを蓄積していること、元気

で活力を維持していること、など

という理由からである。この団塊

世代のリタイアに関して、多方面

で検討されているが、財務省の財

政総合政策研究所が平成 15年 11

月から研究会を実施しており、報

告書を出している。同報告による

と、該当する人たちが 2007 年か

ら2010年までの間に大量にリタイ

ヤすることによって、日本経済に

多大な影響を及ぼし、GDPが約

16兆円も減少するという試算を出

している。その理由として、年金

負担の増大、地域福祉コストの増

大、技術の空洞化、管理職のリス

トラ失業などを上げている６）。団

図表３　日本の人口構成図

注）90歳以上人口は年齢人口が算出できないため、まとめて「90歳以上」とした。
総務省統計、高齢者の人口・推計から引用

図表２　労働力人口の国際比較（労働力人口に占める
 60 歳以上労働力人口の割合）

高齢者雇用の現状http://www.nagano-cci.or.jp を元に科学技術動
向研究センターで作成
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塊世代には、日本の経済や技術発

展を推進させてきた人達が多く存

在し、それより上の世代でも定年

後も現役として第一線で活躍して

いる人も多い７，８）。

２‐３

日本における
大学教員の年齢分布

　全大学教員の年齢分布は図表３

3   大学におけるシニア研究者の現状 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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日本の大学と学会の事例

　日本の大学における今までの退

職年齢は、私立と国公立で大きく

異なり、東京大学と東京工業大学

では 60歳、他の国公立大学では

63から 65歳、私立大学では 65～

70歳にしている大学が多かったが

青天井のところもあった。しかし、

厚生年金の支給開始年齢が段階的

に 65歳になることに決定したこ

とに伴い、定年もほとんどの大学

で 65歳になりつつある。大学に

よっては定年後、学内の役職業務

を外れて、一定期間教授として講

義などを担当するシステムを採用

している例もある。この場合は一

般の非常勤の講師とは異なる位置

付けである。その結果、従来は国

公立大学をリタイアした後、さら

に私立大学で教授として教育・研

究をすることが多かったが、今後

はそのようなケースは減少すると

思われる。

　最近、学会関係でもシニア研

究者の社会的貢献の重要性に鑑み

て、いろいろな取り組みが進めら

れている。例えば、電気学会では

長年電気学会の会員であって、高

度な技術力・専門性を有する会員

を「IEEJ Professional（仮称）」と

して専門分野や得意分野でのキャ

リアデータを登録、技術コンサル

タント、講師、実験指導員等とし

て活躍できる「知識・経験流通サ

ービス」を実施している。この新

しいサービスに対するアンケート

をとった結果、回答者の中に 50

代以上の会員が約 70％もおり、こ

のような学会としての知的サービ

ス活動に対して、50歳以上の学会

会員が高い感心を示している 10）。

シニア年齢層の人たちも、自分た

ちの蓄えたノウハウの継承が必要

であると認識し、それに積極的で

あることを示しているといえる。

　地元大学の教員を中心として

設立されたNPO北関東産官学研

究会は、近県大学および地元の企

業会員、大学・高専・研究所など

に所属する個人会員および公共団

体などの賛助会員から成る特定非

営利活動法人で、シニアエンジニ

ア紹介事業なども視野にいれなが

ら、北関東地域の産業と大学など

に示した日本全体の構成とほぼ

同様な傾向が見られる。図表４

と図表５に、平成 13 年度の全大

学の理学部と工学部に所属する

教員数の年齢別分布と全体に占

める理・工学部教員数の割合を

示す９）。団塊の世代の人たちはこ

の図表では 50～ 55歳未満および

55～60歳未満の部分に位置する。

全体を見て、この世代は数が多

く、特に工学部の教員は全体の

比率から考えると多い。集中的

に起こる団塊世代の定年退職は、

若者の新規採用を増加させる事

になるので、決して暗い現象ば

かりではないが、団塊世代と言

われる年代の人々の蓄えた知識

や経験は、日本の知的資源であ

り、これは決して若者からは得

られない大きな財産である。

図表５　全大学の教員数と理・工学部教員の占める割合

平成13年度学校基本調査報告書を元に動向研究センターにて作成

図表４　 平成 13 年度の全大学の理・工学部に所属する教員
数と年齢別分布

※平成13年 10月 1日現在の満年齢
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の発展に寄与していくべく活動を

行っている。その全体の概要を図

表６に示す。大学や企業などで研

究者、技術者として長年培ってき

た技術を持つ人たちが登録し、大

学発の技術をマーケットに結びつ

けるコーディネーターや、技術を

必要とする中小企業に対して、研

究者の紹介を行う事業などを実

施している。その活動は、シニ

ア研究者が中心となって行ってい

る 11）。従来から企業における研究

者や実務の経験者を大学教授に迎

える例は特殊ではなく、一般的に

行われてきたことであり、企業か

ら大学に専任として迎えることも

最近多くなったが、特殊な技術や

経験を必要とする教育には非常勤

教員が多い。これは実務経験を教

育現場に活かすことの重要性が高

いことの表れである 12）。

３‐２

北米の現状

　アメリカは1969年に雇用におけ

る年齢差別法（Aged Dicrimination 

in Employment Act：ADEA） が

成立し、40 歳以上の人を雇用す

る場合には年齢や性別による雇用

の区別を禁止している。退職者に

対してはNPOの全米退職者協会

（American Association of Retired 

Persons：AARP）が活発に支援し

ている。この組織は、全米で50歳

以上の人 3,500 万人の会員が所属

する世界最大のNPO団体である。

　北米では、定年に対する認識が

日本とは異なり、例えば外部資金

を獲得できるような研究者は、組

織を追い出されることなく、研究

を継続することができる。よって

大学での外部資金獲得に対する意

識が日本とは大きく異なる。大学

の中で教育研究に高い業績を上げ

た教授や準教授には一定期間雇用

の後、終身雇用の権利（テニュア）

が与えられる。通常、このテニュ

アは、発表論文数、外国人研究者

による推薦なども判断の一部に含

まれるような厳しい審査によって

与えられる。したがって、テニュ

アが得られない教員は転職せざる

を得ない。さらに主として外部か

ら資金を獲得できなければ研究も

出来ず、実際に研究を進める大学

院生や研究員を雇うことも出来な

いため、研究活動範囲が狭くなり、

研究成果発表に出かける旅費も

ないことになる。また、外部資金

の一部はオーバーヘッドとして大

学の収入となることから、多額の

グラントを獲得できる優秀な教授

は他の大学から引き抜かれて移動

することもある。給料は授業に対

して支払われることから、多くの

大学では９ヶ月分しか支払われな

い。当然研究費として獲得した外

部資金の一部は、自分の給料とし

て充当することができる。

　カナダでは１校は国立ではあ

るが、残りすべての大学が州立

大学であり、全ての教員が公務員

であることから給料は 12か月分

支給される。州政府のガイドラ

インでリタイアは 60から 65歳と

いうのが普通であるが、年齢と勤

続年数を合わせて 80になると引

退の対象となる。「引退」は“授

業からリタイア”することを意味

し、研究費を獲得し続ける限り研

究は継続できることから早期引退

をし、研究に専念する教授も少な

くない。実際 70歳を過ぎても現

役の研究者として研究室を確保し

ながら勤務している教授も少なく

ない。大学や学部・学科・資金の

性質によって大学に納めるいわゆ

るオーバーヘッドの比率は異なる

が、いずれにせよ外部資金は大学

にとっても、授業料に次ぐ重要な

収入源である。外部資金の獲得に

際して、リサーチサービスという

部署が資金運営や研究のサポート

をしている。なぜならば、特に若

手研究者は研究者としては有能で

も、資金運用に関しては未熟なこ

とが多いことから、サポートして

くれる研究推進アドバイザーの役

割をしているこの組織の存在意義

は大きい。このような組織がある

ことが、研究の活性化に役立ち、

研究に集中できることから、ベ

テランの教授や事業化に結びつく

発明をした研究者によって、多く

のベンチャー企業も設立されてい

る。その一例として、当時 70歳

の教授が、通常は加速器を使用し

てアイソトープを製造していた方

式を、原子炉で製造する新しい方

式を発明して事業化した。大学内

でこのような事業が多ければ、オ

ーバーヘッドによる収入も増加す

ることから大学としては事業化は

奨励しているが、一方倒産するケ

ースも多く、リサーチサービスに

対する期待と研究者にもマネージ

メント能力が要求される 13，14）。

　このように、研究開発に携わる

図表６　北関東産官学研究会事業実施関連図

NPO北関東産官学研究会ホームページを元に科学技術動向研究センタ
ーで作成
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人々への評価も高く、60歳を過ぎ

ても研究活動を精力的に推進でき

る制度となっている事が、北米が

世界的に技術力を維持している大

きな要因の一つであろう。

３‐３

欧州の現状

　ドイツはほとんどが州立大学

であることから教員は公務員であ

り、終身官吏として採用され、身

分は定年まで保証される。他の欧

州の国々と同様に、定年はおおむ

ね 65歳であるが、2002 年に高等

教育制度が改定され、教授の位置

付けが大きく変わった。特に大き

いのは、研究主体が若手の研究者

の方に基軸がシフトした制度に移

行したことである。改定では、大

学の中で独立して任期制で研究に

専念できる準教授というポジショ

ンを設け、研究の補助的な役割の

助手の制度を廃止した。改正のも

う一つの大きな点は、従来に比べ

て大学の中に競争原理を強く導入

したことである。旧法では教授の

受け取る俸給は基本給のみのであ

ったが、改正新法では基本給と外

部資金に相応する業績給の２本建

てになった。研究費を外部から獲

得するという競争原理の導入は、

世界の潮流になっている。

　フランスは全ての大学が国立で

あり、教授は全て国家公務員であ

るので、教授の採用は全て公募で

行われている。全国大学審議会が

研究指導資格（学位）や専門分野

での勤務経験、客員教員経験等の

能力の厳格な審査によって教授の

有資格者リストを作成し、そのリ

ストに登録された者が大学の公募

に応募し、各大学の選考により採

用される。教授数は全教員のほぼ

３割で、大学による給料格差はな

く、65 歳の定年まで完全に身分

は保証されている。ただし、養育

期間にある子供を持っている教授

は、定年延長できる制度を設けて

ある。教授には３ランクの位置付

けがあり、このうち最上位に位置

付けられている教授の中でも特に

研究業績の顕著な教授にのみ、リ

タイア後に「名誉教授」の資格が

与えられる。名誉教授の資格が与

えられると、定年が延長になる。

名誉教授は大学で推薦はするが、

教授の中でも名誉教授の称号が

国から与えられるのは極く稀なケ

ースであり、フランスの中で名誉

教授はあまり多くは存在していな

い。したがって、リタイア後に研

究者だった人がベンチャーを立ち

上げて仕事を継続する場合はある

が、アクティブに研究活動を継続

できる教授はあまり多くはない。

この状況は、未だピラミッド構造

の人口構成を維持しているフラン

スの国策にも依存していることを

うかがわせる。

　ポーランドでは一般の人の定年

は男性 65歳女性 60歳としている

が、教授職にはポジションとして

２種類が位置づけられている。上

位に位置づけられる教授は、大

統領が推薦することによって就任

することができる、いわゆる特任

教授をさし、特任教授になれば他

の教授に比べて特別な待遇が受け

られる。一般の教授職は普通の職

業と同じ 60歳でリタイアするが、

特任教授は 65歳まで現役でいら

れる権利が与えられ、さらに希望

があれば 70才まで教育研究活動

が続けられる権利を国が保障して

いる。特任教授はさらに 70歳で

リタイア後も元気であれば国の委

員会などの職につくことも可能で

ある。

３‐４

台湾の現状

　台湾でも公務員や大学教員のリ

タイアは 65歳であるが、教授は

70歳まで延長することができる。

ただし、毎年審査を受ける。審査

は、研究状況や外部資金獲得など

によって行われる。企業の場合は、

リタイア年齢に５～ 10歳の差が

ある。現在、台湾では、リタイア

したエンジニアがベトナムやマレ

ーシアなどの発展途上国に技術指

導に行き、国際貢献しているケー

スが多い。それらの国での技術指

導には今まで培ってきた技術で対

応可能であるため、リタイアした

人が適任であるという理由からで

ある。今後、東南アジアを主体に

中国本土へも人材育成を目的とし

て交流を続ける予定である。

4   大学と高校の関係 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

４‐１

企業人と教育界

　大学と企業は、以前から教育の

上で関係はあったが、国立大学の

独立法人化や教員の公募制などの

導入により、最近両者の連携は従

来に比べて強くなりつつある。大

学の教員とは違い、初等中等教育

者になるには教員資格の免許が要

求される。しかし、平成 12年か

らは、教員免許がなくても教員と

同等あるいはそれ以上の資格があ

ると認められる場合には、校長に

着任できるようになった。以来、

校長を公募によって採用するとこ

ろも増えて、民間出身校長は平成

12年の初年度に広島と東京の３校

で採用、平成 13年から 16年の間

には９校、23校、54校、76校と年々

増加している。新たな制度である

ため現場ではいろいろと問題もあ

るが、期待以上の教育効果を挙げ
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ている例が多い。このシステムで

登用された校長は、企業に在職し

ていたシニアの人も多く、今まで

にはない新しい視点による指導に

よって教育現場を活性化している

ことは確かである。

４‐２

高校の授業と
大学入試の関わり

　大学教員による高校での講義や

交流は、平成14年の統計によると、

45 都道府県 10 市 1,291 校で実施

されている 15）。教育効果のみな

らず、日本の大学にとって従来に

はなかった教育への新たな取り組

みが近年必要になってきた事実が

ある。それは高等学校の学習指導

要領と大学の入試方法に関連した

問題である。高等学校の指導要領

は、ほぼ10年毎に見直しされるが、

現在は多くの科目が２分割されて

いる。例えば理科の科目で見ると、

理科総合、物理、化学、生物、地

学がそれぞれⅠとⅡに分けて扱われ

ている。そしてこれらの科目が選択

制であるため、系統的に履修してい

ない高卒者が多くなっている。ま

た、高校の入学段階で理系と文系

を分けて選択することが多いため、

途中で方向転換する生徒には系統

的な履修は難しい事になる。

　一方で、大学の入試方法も多様

でかつ科目も減少しているので、

専門として入学後に必要な科目で

も、試験科目として必須になって

いないのが現実である。高校の数

学や理科などの科目は積み上げが

必要な内容であり、特に理工系の

分野を学習する者には土台ともい

える重要な科目であるが、場合に

よっては履修していない学生もい

る。よって、大学では入学した学

生のレベルに差が見られるように

なり、大学での教育をスムーズに

進めるためには基礎学力を揃える

事が必要になってきた。したがっ

て、最近は大学入学者の土台とな

る基礎科目の学力レベルを揃える

ための入学前または後の補習的教

育が必要になり、実際に多くの大

学でこのような補習授業を実施し

始めているが、教授を始め在籍す

る教員がこのような授業を担当す

ると、研究時間に支障が出ること

が懸念される。しかしながら、大

学の教育レベルを維持・向上する

ためには、補習的教育の重要性は

当面更に高くなるであろう。

5   提　言 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

５‐１

シニア研究者の能力や
意欲に応じた大学での活動

　現在、国公立大学を中心に年

齢によって一律に退職制度を設

けている大学がほとんどではある

が、能力があり、外部資金を獲得

できるシニア研究者は、北米のよ

うに大学に残って研究を継続でき

るようにするのが科学技術への貢

献の点からも望ましい。遺伝子研

究の伊藤嘉明教授（元京都大学）

は、定年退職後、助手や院生も含

めてシンガポール国立大学の分子

細胞生物学研究所（IMCB）に研

究室ごと移籍して、現在も現役と

して活躍中である。この例に示さ

れるように、成果や能力に関係な

く年齢を基準に退職を決定するこ

とは、まだまだ現役として働くこ

とのできる研究者の能力を無駄に

し、頭脳流出の原因となるばかり

か、定年間際の研究者の研究に対

する意欲も低下させ、国としての

損失にもなりうる 16）。実際、特任

教授という形で退職を延長できる

大学が増えてきているが、このよ

うな制度も明確な査定に基づく結

果によって決定されることが望ま

しい。また、大学における教員の

採用も公募のケースが多くなって

きているが、求人募集の全てが年

齢制限を付けているのが現状であ

る。シニア研究者には年齢に関わ

らず応募のチャンスを与え、実力

重視の公平な審査によって採用す

べきである 17）。

　一方、大学入学者の学力レベル

のばらつきが問題視されている。

高校の指導要領と入試科目の両者

が改善されない限り、基礎学力の

不揃い現象は継続するどころか、

更に大きくなる事が予想される。

そこで、多くの大学で教育のレベ

ルを維持するために補習を実施し

ているが、この補習的講義を専任

の教授陣でカバーするのには、教

員の負担が一段と増加する事に

なり、研究もままならない状態に

なることが懸念される。特に「助

教」①の導入により、大学の若手

教員は研究実績を競いつつ、教育

にも一定の責任を負うようになる

ため、彼らの負担を軽減する意味

でもこのような補講は研究教育の

経験の豊富なシニア研究者に委ね

ることが解決の一案である。

　また、戦後、開発から応用ま

で一貫して携わってきた年代の

人たちがリタイアすることによっ

て、技術が継承されなくなること

への懸念も問題視されている。特

に、学生に人気がないという理由

で、授業から削減されつつある原

子力や電力などの分野の知識や経

験の継承について、大きな問題に

なりつつある。これらは日本のエ

ネルギーの根幹に関わる問題であ

る。ある程度成熟した分野におけ

る技術の継承にはシニア研究者が

最適であると思われる。今まで日

本の科学技術の発展を名実ともに

支えてきた有能な研究者を年齢の
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みを理由に完全に引退させること

なく、有効活用するべきである。

実際、前述したように各方面でシ

ニア研究者がリタイア後も活躍で

きるシステムが立ち上がりつつあ

るが、まだごく一部の感は否めな

い。原子力や電力などのような成

熟した分野は研究者も減少して問

題であるが、今であればまだ授業

を受け持つことができる現役の教

授もいることから今のうちに、技

術継承のためのネットワークを構

築するべきである。定年を迎えた

団塊世代のシニア研究者が、技術

の継承と今後の技術発展に対して

貢献できる場を用意することがこ

れからは必要である。ちなみにこ

のような重電分野不人気の傾向は

日本ばかりではなく、世界中で見

られている。資源が乏しく世界一

の長寿国である日本は、20年から

30年先を見据えた国づくりのため

に、シニア人材が蓄えた知的資源

を有効に活かすべき時である 18）。

５‐２

シニア研究者による
大学以外での教育への支援
と産業への新たな貢献

　世界各国の国内総生産（GDP）

の伸び率と起業率はほぼ比例関

係にあり、起業率の向上はどの国

にとっても重要な施策になってい

る。日本は起業率が世界の中でも

最低レベルであるが、過去から常

に最低であったわけではない。第

二次世界大戦後の日本は、産業復

興が最も盛んに行われ、起業率の

高い時で経済成長も高かった。日

本が戦後の産業復興期以降は起

業率が低かったにもかかわらず

GDPを高く維持できたのは、工

業製品の生産体制の拡大によって

支えてきたからであろう。しかし

近年「ものづくり」の基盤であり、

日本の産業を支えている自動車や

電気製品の生産が海外に拠点を移

しており、海外依存度が年々増加

する傾向は今後も続くと予想され

る中で 19）、国内では活躍の場を淘

汰されたリタイアした技術者が中

国へ行き、技術指導をすることに

よって起こる技術流出問題が懸念

されているのも事実である。

　日本では、大学研究者の業績

は、最近まで研究論文のみによっ

て評価される時代であった。研究

熱心ではあるが、企業との共同研

究や特許申請には深い関心を持た

ない教授が多かった。しかし、近

年は産学連携が盛んになってき

ていることから、特許も業績と

して評価するようになってきて

いる。研究結果が特許に結び付け

られる事ができれば、研究結果が

活かされることにもつながる。特

許の取得は研究者としてのもう

一つの喜びであり、科学技術の

発展にも寄与することになる。企

業には従来から特許部などがある

が、1998 年のTLO法制定以降大

学でも知的財産を所轄する部署を

設けているところが多くなり、大

学発の特許も増加している。し

かし一方で、教員に対する研究業

績や評価がますます厳しいものと

なっていると同時に、研究にかけ

る時間も少なくなってきていると

いう声もある。そこで、授業も研

究も事務に関しても多忙な日々を

過ごしている現役の研究者をサポ

ートすべく、シニア研究者は退職

後も TLO（Technology Licensing 

Organization）などの組織に所属

することができれば、大学と外

部（企業）とのマネージメント

の役割を果たすことができるで

あろう。大学等の組織の体質を保

守的にしないための活性化も必要

であり、一種のフリーエージェン

トとして参加する制度や場を広く

準備することも必要ではないだろ

うか。起業にしても、例えば公的

資金を基礎に、レンタルラボで研

究する会社をつくるといった、一

定の責任はあるがリスクも小さい

“企業化”を考えるのもひとつで

ある。シニア研究者は自分の経験

を活かし、マネージャーとしてこ

のような活動に対して、若手も含

めて一緒に活動できるようになれ

ば、お互いメリットがたくさんあ

るはずである。あまり大きなリス

クを覚悟しなくても安心して特許

を申請することができ、起業が可

能となれば、今までの知識の蓄積

を有効に活かし、新たな技術展開

に結びつける道が開けることにつ

ながる。起業して失敗した場合の

リスクを思うと、事業を開始する

ことはなかなかできないのが日本

の現状である。そういったリスク

緩和を支援することにより、起業

意欲を消失することのないように

すれば、今後の科学技術の研究開

発の活性化に大いに貢献し、日本

の次世代の科学技術の発展に明か

りを灯すことになるはずである。

　また、シニア人材の活用の場

として JICAが行っているシニア

ボランティア活動があり、発展途

上国を中心に活躍している例もあ

る。このように、定年にこだわら

ないアクティブなシニア人材の活

図表７　技術者として第一線で活躍できる年齢の国際比較

％

30歳
以前

30歳代
前半

30歳代
後半

40歳代
前半

40歳代
後半

50歳
以上

年齢と
無関係

日本 2.2 17.1 29.7 30.6 4.7 0.5 14.6

米国 0.8 1.4 2.2 2.2 1.9 12.9 77.8

英国 1.7 1.7 6.2 5.4 5.4 7.4 72.3

ドイツ 1.0 0.8 4.4 5.2 7.0 8.8 71.8

資料： 譛日本生産性本部「米国の技術者・日本の技術者－技術者のキャリアと能力開発」ほ
かをもとに、科学技術政策研究所にて作成。
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究の実態”、政策研ニュース、

No.193

14）  文部科学省科学技術政策研究所、

講演録‐144、独立法人化による

大学における研究の位置づけ

15）  文部科学省平成 14年度版高等学

校教育の改革に関する推進状況：

http://www.mext.go.jp/a_menu/

shotou/kaikaku/2002/02/09/

02a.htm

16）  盪「葦の髄」から・時代の頭

脳 流 出 に 無 策（3/2）：http:/

/www.nikkei.co.jp/sp1/nt33/

20020301EIMI168101033001.html

17）  文部科学省科学技術政策研究所 

調査資料‐94、「科学技術人材を

含む高度人材の国際的流動性」、

2003年３月

18）  第１回年齢にかかわりなく働ける

社会に関する有識者会議議事録：

  http://www.mhlw.go.jp/shingi/

0104/txt/s0402-1.txt

19）  文部科学省科学技術政策研究所 

調査資料‐87、「国際級研究人材

の国別分布推定の試み」2002 年

７月

用は、日本でも少しずつではある

が始まっており、その役割と効果

も認識され始めてきている。

　技術者として第一線で活躍でき

る年齢について調査したところ、

図表７のような結果となった。日

本では30歳代後半から40歳代前

半と答えた人が６割を占めたが、

米国やヨーロッパの国では年齢に

は無関係と答えている人が７割以

上いる。しかもアメリカでは50歳

以上と答えた人が１割以上いる。

　働くものは誰もが迎える定年に

ついて、多様な選択ができるよう

な仕組みを構築することが、少子

高齢化や理科離れといった問題の

解決の一端としても寄与できるは

ずである。
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